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併「猪木・手島法律事併「猪木・手島法律事併「猪木・手島法律事併「猪木・手島法律事

務所」に務所」に務所」に務所」に

■ はじめに■ はじめに■ はじめに■ はじめに

２００６年４月に施行さ２００６年４月に施行さ２００６年４月に施行さ２００６年４月に施行さ

れた改正高年齢者の雇用のれた改正高年齢者の雇用のれた改正高年齢者の雇用のれた改正高年齢者の雇用の

安定等に関する法律（以下安定等に関する法律（以下安定等に関する法律（以下安定等に関する法律（以下

「高年法」という）につい「高年法」という）につい「高年法」という）につい「高年法」という）につい

てご存知でしょうか。てご存知でしょうか。てご存知でしょうか。てご存知でしょうか。

既に同法８条によって、既に同法８条によって、既に同法８条によって、既に同法８条によって、

６０歳未満の定年を定める６０歳未満の定年を定める６０歳未満の定年を定める６０歳未満の定年を定める

こ と は 禁 止 さ れ て い ま すこ と は 禁 止 さ れ て い ま すこ と は 禁 止 さ れ て い ま すこ と は 禁 止 さ れ て い ま す

が、改正によって、６５歳が、改正によって、６５歳が、改正によって、６５歳が、改正によって、６５歳

ま で の 雇 用 確 保 措 置 と しま で の 雇 用 確 保 措 置 と しま で の 雇 用 確 保 措 置 と しま で の 雇 用 確 保 措 置 と し

、 、、 、、 、、 、て ①当該定年の引き上げて ①当該定年の引き上げて ①当該定年の引き上げて ①当該定年の引き上げ

②継続雇用制度、③当該定②継続雇用制度、③当該定②継続雇用制度、③当該定②継続雇用制度、③当該定

年の廃止のいずれかをとる年の廃止のいずれかをとる年の廃止のいずれかをとる年の廃止のいずれかをとる

義務が課されています。義務が課されています。義務が課されています。義務が課されています。

スーパーのイオンのようスーパーのイオンのようスーパーのイオンのようスーパーのイオンのよう

に６５歳まで定年延長するに６５歳まで定年延長するに６５歳まで定年延長するに６５歳まで定年延長する

企業もありますが、多くの企業もありますが、多くの企業もありますが、多くの企業もありますが、多くの

企業は、②継続雇用制度を企業は、②継続雇用制度を企業は、②継続雇用制度を企業は、②継続雇用制度を

採用することによって対応採用することによって対応採用することによって対応採用することによって対応

しようとしています。そこしようとしています。そこしようとしています。そこしようとしています。そこ

で、継続雇用制度についてで、継続雇用制度についてで、継続雇用制度についてで、継続雇用制度について

解説していきます。解説していきます。解説していきます。解説していきます。

■ 継続雇用制度とは、希■ 継続雇用制度とは、希■ 継続雇用制度とは、希■ 継続雇用制度とは、希

望者を全員引き続き雇用す望者を全員引き続き雇用す望者を全員引き続き雇用す望者を全員引き続き雇用す

る制度であるる制度であるる制度であるる制度である

高 年 法 ９ 条 １ 項 に よ る高 年 法 ９ 条 １ 項 に よ る高 年 法 ９ 条 １ 項 に よ る高 年 法 ９ 条 １ 項 に よ る

と 「現に雇用している高と 「現に雇用している高と 「現に雇用している高と 「現に雇用している高、、、、

年齢者が希望するときは、年齢者が希望するときは、年齢者が希望するときは、年齢者が希望するときは、

当該高年齢者をその定年後当該高年齢者をその定年後当該高年齢者をその定年後当該高年齢者をその定年後

も引き続いて雇用する制度も引き続いて雇用する制度も引き続いて雇用する制度も引き続いて雇用する制度

をいう」とされています。をいう」とされています。をいう」とされています。をいう」とされています。

従って、対象者が希望す従って、対象者が希望す従って、対象者が希望す従って、対象者が希望す

る限り全員を引き続き雇用る限り全員を引き続き雇用る限り全員を引き続き雇用る限り全員を引き続き雇用

することが、この制度の本することが、この制度の本することが、この制度の本することが、この制度の本

来のあり方です。来のあり方です。来のあり方です。来のあり方です。

しかし、これには例外がしかし、これには例外がしかし、これには例外がしかし、これには例外が

あります。あります。あります。あります。

■ 協定による基準の策定■ 協定による基準の策定■ 協定による基準の策定■ 協定による基準の策定

（例外その１）（例外その１）（例外その１）（例外その１）

事業主が、事業場に過半事業主が、事業場に過半事業主が、事業場に過半事業主が、事業場に過半

数組合がある場合はその組数組合がある場合はその組数組合がある場合はその組数組合がある場合はその組

合、ない場合は過半数代表合、ない場合は過半数代表合、ない場合は過半数代表合、ない場合は過半数代表

者との書面による協定によ者との書面による協定によ者との書面による協定によ者との書面による協定によ

り 「継続雇用制度の対象り 「継続雇用制度の対象り 「継続雇用制度の対象り 「継続雇用制度の対象、、、、

となる高年齢者にかかる基となる高年齢者にかかる基となる高年齢者にかかる基となる高年齢者にかかる基

準」を定め、これに基づけ準」を定め、これに基づけ準」を定め、これに基づけ準」を定め、これに基づけ

ば継続雇用の対象者を選別ば継続雇用の対象者を選別ば継続雇用の対象者を選別ば継続雇用の対象者を選別

す る こ と が 可 能 と な り ます る こ と が 可 能 と な り ます る こ と が 可 能 と な り ます る こ と が 可 能 と な り ま

す。す。す。す。

常時１０人以上の労働者常時１０人以上の労働者常時１０人以上の労働者常時１０人以上の労働者

を使用する使用者が、継続を使用する使用者が、継続を使用する使用者が、継続を使用する使用者が、継続

雇用制度の対象者にかかる雇用制度の対象者にかかる雇用制度の対象者にかかる雇用制度の対象者にかかる

基準を労使協定で定めた場基準を労使協定で定めた場基準を労使協定で定めた場基準を労使協定で定めた場

合には、就業規則の絶対的合には、就業規則の絶対的合には、就業規則の絶対的合には、就業規則の絶対的

必要記載事項である「退職必要記載事項である「退職必要記載事項である「退職必要記載事項である「退職

に関する事項」に該当するに関する事項」に該当するに関する事項」に該当するに関する事項」に該当する

こととなります。こととなります。こととなります。こととなります。

このため、労働基準法第このため、労働基準法第このため、労働基準法第このため、労働基準法第

８９条に定めるところによ８９条に定めるところによ８９条に定めるところによ８９条に定めるところによ

り、労使協定により基準をり、労使協定により基準をり、労使協定により基準をり、労使協定により基準を

策定した旨を就業規則に定策定した旨を就業規則に定策定した旨を就業規則に定策定した旨を就業規則に定

め、就業規則の変更を管轄め、就業規則の変更を管轄め、就業規則の変更を管轄め、就業規則の変更を管轄

の労働基準監督署に届け出の労働基準監督署に届け出の労働基準監督署に届け出の労働基準監督署に届け出
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る必要があります。る必要があります。る必要があります。る必要があります。

なお、継続雇用制度の対なお、継続雇用制度の対なお、継続雇用制度の対なお、継続雇用制度の対

象者に係る基準を定めた労象者に係る基準を定めた労象者に係る基準を定めた労象者に係る基準を定めた労

使協定そのものは、労働基使協定そのものは、労働基使協定そのものは、労働基使協定そのものは、労働基

準監督署に届け出る必要は準監督署に届け出る必要は準監督署に届け出る必要は準監督署に届け出る必要は

ありません。ありません。ありません。ありません。

就業規則への記載例を紹就業規則への記載例を紹就業規則への記載例を紹就業規則への記載例を紹

介しておきます。介しておきます。介しておきます。介しておきます。

「第 ○条 従業員の定年「第 ○条 従業員の定年「第 ○条 従業員の定年「第 ○条 従業員の定年

は満６０歳とし、６０歳には満６０歳とし、６０歳には満６０歳とし、６０歳には満６０歳とし、６０歳に

達した年度の末日をもって達した年度の末日をもって達した年度の末日をもって達した年度の末日をもって

退職とする。ただし、本人退職とする。ただし、本人退職とする。ただし、本人退職とする。ただし、本人

が希望し、高年齢者雇用安が希望し、高年齢者雇用安が希望し、高年齢者雇用安が希望し、高年齢者雇用安

定法第９条第２項に基づく定法第９条第２項に基づく定法第９条第２項に基づく定法第９条第２項に基づく

労使協定により定められた労使協定により定められた労使協定により定められた労使協定により定められた

基準に該当した者について基準に該当した者について基準に該当した者について基準に該当した者について

は、６５歳まで継続雇用すは、６５歳まで継続雇用すは、６５歳まで継続雇用すは、６５歳まで継続雇用す

る 」る 」る 」る 」。。。。

■ 就業規則その他これに■ 就業規則その他これに■ 就業規則その他これに■ 就業規則その他これに

準ずるものによる基準の策準ずるものによる基準の策準ずるものによる基準の策準ずるものによる基準の策

定（例外その２）定（例外その２）定（例外その２）定（例外その２）

経過的措置として、２０経過的措置として、２０経過的措置として、２０経過的措置として、２０

０９年３月３１日まで（常０９年３月３１日まで（常０９年３月３１日まで（常０９年３月３１日まで（常

時雇用される労働者が３０時雇用される労働者が３０時雇用される労働者が３０時雇用される労働者が３０

０人以下の中小企業につい０人以下の中小企業につい０人以下の中小企業につい０人以下の中小企業につい

ては、２０１１年３月３１ては、２０１１年３月３１ては、２０１１年３月３１ては、２０１１年３月３１

日まで）は、事業主が前記日まで）は、事業主が前記日まで）は、事業主が前記日まで）は、事業主が前記

協定の努力を重ねたにもか協定の努力を重ねたにもか協定の努力を重ねたにもか協定の努力を重ねたにもか

かわらず協議が整わなかっかわらず協議が整わなかっかわらず協議が整わなかっかわらず協議が整わなかっ

た場合は、就業規則その他た場合は、就業規則その他た場合は、就業規則その他た場合は、就業規則その他

これに準ずるもので基準をこれに準ずるもので基準をこれに準ずるもので基準をこれに準ずるもので基準を

定めることができます。定めることができます。定めることができます。定めることができます。

■ 基準を定めるにあたっ■ 基準を定めるにあたっ■ 基準を定めるにあたっ■ 基準を定めるにあたっ

ての注意事項ての注意事項ての注意事項ての注意事項

基準をどのように定める基準をどのように定める基準をどのように定める基準をどのように定める

かは、基本的に労使の当事かは、基本的に労使の当事かは、基本的に労使の当事かは、基本的に労使の当事

者に委ねられています。者に委ねられています。者に委ねられています。者に委ねられています。

ただし、その基準は６５ただし、その基準は６５ただし、その基準は６５ただし、その基準は６５

歳までの雇用の確保を図ろ歳までの雇用の確保を図ろ歳までの雇用の確保を図ろ歳までの雇用の確保を図ろ

うとする改正高年法の趣旨うとする改正高年法の趣旨うとする改正高年法の趣旨うとする改正高年法の趣旨

に照らして、職務に対するに照らして、職務に対するに照らして、職務に対するに照らして、職務に対する

意欲や能力を具体的客観的意欲や能力を具体的客観的意欲や能力を具体的客観的意欲や能力を具体的客観的

に測るものであることが望に測るものであることが望に測るものであることが望に測るものであることが望

ましいとされています（平ましいとされています（平ましいとされています（平ましいとされています（平

16.11.4 1104001成 職 高 発成 職 高 発成 職 高 発成 職 高 発

号 。号 。号 。号 。））））

万一、基準の解釈適用を万一、基準の解釈適用を万一、基準の解釈適用を万一、基準の解釈適用を

めぐって紛争が生じると裁めぐって紛争が生じると裁めぐって紛争が生じると裁めぐって紛争が生じると裁

判所の判断に服することに判所の判断に服することに判所の判断に服することに判所の判断に服することに

なります。なります。なります。なります。

従って、具体的にどのよ従って、具体的にどのよ従って、具体的にどのよ従って、具体的にどのよ

うな協定書にすべきかは、うな協定書にすべきかは、うな協定書にすべきかは、うな協定書にすべきかは、

弁護士、社会保険労務士な弁護士、社会保険労務士な弁護士、社会保険労務士な弁護士、社会保険労務士な

どの専門家の意見をも参考どの専門家の意見をも参考どの専門家の意見をも参考どの専門家の意見をも参考

にしつつ慎重に検討されるにしつつ慎重に検討されるにしつつ慎重に検討されるにしつつ慎重に検討される

べきです。べきです。べきです。べきです。

ちなみに、会社が必要とちなみに、会社が必要とちなみに、会社が必要とちなみに、会社が必要と

認めた者に限るとか、上司認めた者に限るとか、上司認めた者に限るとか、上司認めた者に限るとか、上司

の推薦がある者に限るなどの推薦がある者に限るなどの推薦がある者に限るなどの推薦がある者に限るなど

は 基 準 が な い に 等 し い のは 基 準 が な い に 等 し い のは 基 準 が な い に 等 し い のは 基 準 が な い に 等 し い の

で、基準としての合理性をで、基準としての合理性をで、基準としての合理性をで、基準としての合理性を

欠くことになります。欠くことになります。欠くことになります。欠くことになります。

■ 継続雇用制度における■ 継続雇用制度における■ 継続雇用制度における■ 継続雇用制度における

２パターン２パターン２パターン２パターン

実は、雇用継続制度の中実は、雇用継続制度の中実は、雇用継続制度の中実は、雇用継続制度の中

には 「勤務延長制度」とには 「勤務延長制度」とには 「勤務延長制度」とには 「勤務延長制度」と、、、、

いったん退職させたうえでいったん退職させたうえでいったん退職させたうえでいったん退職させたうえで

新たな労働契約により雇用新たな労働契約により雇用新たな労働契約により雇用新たな労働契約により雇用

する「再雇用」の制度があする「再雇用」の制度があする「再雇用」の制度があする「再雇用」の制度があ

ります。ります。ります。ります。

再雇用の場合は、定年後再雇用の場合は、定年後再雇用の場合は、定年後再雇用の場合は、定年後

の雇用形態や雇用条件を変の雇用形態や雇用条件を変の雇用形態や雇用条件を変の雇用形態や雇用条件を変

更しやすいために、多くの更しやすいために、多くの更しやすいために、多くの更しやすいために、多くの

場合「再雇用」制度が活用場合「再雇用」制度が活用場合「再雇用」制度が活用場合「再雇用」制度が活用

されています。されています。されています。されています。

再雇用後は、嘱託やパー再雇用後は、嘱託やパー再雇用後は、嘱託やパー再雇用後は、嘱託やパー

トタイマーとなったり賃金トタイマーとなったり賃金トタイマーとなったり賃金トタイマーとなったり賃金

が低くなったりしても構わが低くなったりしても構わが低くなったりしても構わが低くなったりしても構わ

ないのです。また、定年後ないのです。また、定年後ないのです。また、定年後ないのです。また、定年後

は１年の有期契約とするこは１年の有期契約とするこは１年の有期契約とするこは１年の有期契約とするこ

とも可能です。とも可能です。とも可能です。とも可能です。

■ 措置義務に違反したら■ 措置義務に違反したら■ 措置義務に違反したら■ 措置義務に違反したら

どうなるかどうなるかどうなるかどうなるか

６０歳定年制を維持して６０歳定年制を維持して６０歳定年制を維持して６０歳定年制を維持して

いる企業が継続雇用制度をいる企業が継続雇用制度をいる企業が継続雇用制度をいる企業が継続雇用制度を

導入していない場合、改正導入していない場合、改正導入していない場合、改正導入していない場合、改正

高年法９条１項に違反して高年法９条１項に違反して高年法９条１項に違反して高年法９条１項に違反して

いることになります。いることになります。いることになります。いることになります。

この場合、直ちに６０歳この場合、直ちに６０歳この場合、直ちに６０歳この場合、直ちに６０歳

定年制を定めた就業規則が定年制を定めた就業規則が定年制を定めた就業規則が定年制を定めた就業規則が

無効となる訳ではありませ無効となる訳ではありませ無効となる訳ではありませ無効となる訳ではありませ

んが、厚生労働大臣が、公んが、厚生労働大臣が、公んが、厚生労働大臣が、公んが、厚生労働大臣が、公

共職業安定所を通じて、助共職業安定所を通じて、助共職業安定所を通じて、助共職業安定所を通じて、助

言・指導や勧告を行う権限言・指導や勧告を行う権限言・指導や勧告を行う権限言・指導や勧告を行う権限

（ ）。（ ）。（ ）。（ ）。を有します 同法１０条を有します 同法１０条を有します 同法１０条を有します 同法１０条

また、ハローワークを通また、ハローワークを通また、ハローワークを通また、ハローワークを通

じた求人ができないなどのじた求人ができないなどのじた求人ができないなどのじた求人ができないなどの

事実上のペナルティがつい事実上のペナルティがつい事実上のペナルティがつい事実上のペナルティがつい

て回ります。て回ります。て回ります。て回ります。

■ 最後に■ 最後に■ 最後に■ 最後に

万一、御社が未だ６０歳万一、御社が未だ６０歳万一、御社が未だ６０歳万一、御社が未だ６０歳

定年のままで、かつ継続雇定年のままで、かつ継続雇定年のままで、かつ継続雇定年のままで、かつ継続雇

用制度を採用していないと用制度を採用していないと用制度を採用していないと用制度を採用していないと

すると、前記経過措置を意すると、前記経過措置を意すると、前記経過措置を意すると、前記経過措置を意

識して、早急に取り組む必識して、早急に取り組む必識して、早急に取り組む必識して、早急に取り組む必

要があります。要があります。要があります。要があります。

まずは、厚生労働省ホーまずは、厚生労働省ホーまずは、厚生労働省ホーまずは、厚生労働省ホー

ムページから 「改正高年ムページから 「改正高年ムページから 「改正高年ムページから 「改正高年、、、、

齢者雇用安定法 」 を齢者雇用安定法 」 を齢者雇用安定法 」 を齢者雇用安定法 」 をQ&A

ダウンロードされて勉強しダウンロードされて勉強しダウンロードされて勉強しダウンロードされて勉強し

てみてください。てみてください。てみてください。てみてください。
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